
品名　　産地　　年月日　　取引先名　　搬出入の場所　等記録事項

　食品関連事業者が不適正な食品表示等を行ったとして自主回収を行う場合、都道府県等への届出が必要
です。自主回収を行う場合には、あらかじめ最寄りの保健所へお問い合わせください。
　届け出義務が必要な事項などについては、消費者庁ホームページ＞食品表示リコール情報及び違反情報サイトに掲載
されている関連通知等の「食品表示法第10条の２第１項の規定に基づく食品の自主回収の届出について（令和３年２月
26日付け消食第80号）」等から確認することができます。

米粉、米粉をひき割りしたもの、ミール、米菓生地、米こうじ米穀（もみ、玄米、精米、砕米）
等

（ ）


